
湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金（以下「本補助金」という。）

の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則（平成 16年湯梨浜町規則第 50号。以下「規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、町が実施するゆりはま若者会議（以下「若者会議」という。）において提案さ

れた、町の課題解決に向けた取組を支援することにより、若者ならではの視点を活かした魅力あ

るまちづくりを目的として交付する。 

（対象事業） 

第３条 本補助金の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、次に掲げるすべてに該当す

る事業とする。 

(1) 若者会議において町長が報告を受けた提案を実現するために必要な、魅力あるまちづくりに

資する事業であること。 

(2) 営利を目的としない事業であること。 

（補助対象団体） 

第４条 本補助金の交付の対象となる団体は、湯梨浜町ボランティア団体登録要綱（平成 20年湯梨

浜町告示第 32号）第 3条の規定により湯梨浜町ボランティア団体として登録されている団体であ

り、かつ登録時において若者会議のメンバーであった者を構成員の一部としている団体（以下「補

助対象団体」という。）とする。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、対象事業を実施するため

に必要な経費のうち、次に掲げる経費を除いた額とする。 

 (1) 補助対象団体の構成員のための食糧費 

 (2) 専ら補助対象団体の運営に係る経費 

 (3) 特定の政治活動や宗教活動に関する経費 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費 

（本補助金の額） 

第６条 本補助金の額は、補助対象経費の額から、当該補助事業の実施に伴う寄付金、補助金（本

補助金を除く。）及びその他収入の額を控除した額に 10/10を乗じて得た額（1,000円未満の端数

が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。）以下とし、１団体当たり年額１０万円を限度とする。 

２ 本補助金の交付の決定を受けた事業は、最高 2箇年本補助金の交付を受けることができる。 

（交付の申請） 

第７条 本補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、町長が別に定める

日までに湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、湯梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金交付決定通知書（様式第４号。以下「交付決定

通知書」という。）により交付申請者に通知するものとする。 



（変更承認申請） 

第８条 前条第２項の規定により本補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助金交付決定者」

という。）が、次に掲げる補助金の申請内容の変更又は補助事業の中止をしようとするときは、湯

梨浜町若者会議提案事業チャレンジ補助金変更（中止）承認申請書（様式第５号）を町長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助金の増額を伴う変更 

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼす事業計画の変更 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める変更 

（実績の報告） 

第９条 補助金交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して 30日を経過する日又は交付決定

を受けた日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町若者会議提案事業チャレ

ンジ補助金実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 事業報告書（様式第２号） 

(2) 収支決算書（様式第３号） 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（着手届及び完了届） 

第 10条 本補助事業の着手届及び完了届の提出は、省略することができる。 

（本補助金の額の確定） 

第 11条 町長は、第９条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容の審査

を行い、本補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、本補助金の額を確定し、湯梨浜

町若者会議提案事業チャレンジ補助金の額の確定通知書（様式第７号）により、補助金交付決定

者に通知するものとする。 

（本補助金の請求） 

第 12条 補助金交付決定者は、本補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書（様式第

８号）に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付申請者に

本補助金を交付するものとする。 

（その他） 

第 13条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

附 則 

この告示は、令和６年６月２０日から施行する。 


